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警
務
獒
員
長
は 

同
市
酒
#

の
利
益
0
彻
襄
潜
ね
!)
'-
、'.
今

1
人
の
有
カ
な-
'

笫
3?.
:號..

3£
A
ぷ
丨1 
IS

ド■ 
へ-



筋

十

舱(

六
沉
ニ)

雜

錄

、都市の發猙鱼仇な論

^

な
f

は
私
«:
■
0:
科
益
の
代
表
溝t

り
レ
W
® 1
ぁ
“ 

都
市
瞥
察
汗
政
上
，重
要̂

る
地
偷
^
粑
る
饗
紙
撕
貴
長. 

並
に
委
員
に
し
て
斯
く
の
如
ぎ
人
物
なW
ん
か
'
«;
■ 

着
察
行
»
の
撕
染
^ !
歡
は
ざ
る
知
得
ヤ
。
，齡
れ
ぁ
も
_

か
るT

ニ
の
事
卿
を
以
で
瞥
察
自
治
制
度
の
價»
マ

」

规
八 

果
と
を
®
定
せ
ん
ど
ず
な
•
取
針
ぬ
失
ず0'
灿
何
ど
な
一 

れ
ば
嚴
れ
麥
<-
例
外
的
の
場
合
に
じ̂:
\.
少
な
く
'̂

も.

| 

_
察
自
治
制
贬
に
固
着
す
る
の
弊
害
と
認
む
る
こ
と
を 

得
ざ
れ
ば
な
卜
。
集
響
的#
齋.
制
度
の
下
に
花0
て
も 

嚮
察
官
が
或
ば
感
徒&
通
t
v
:、
或
は
收
11
{
3に
零
つ
で
非 

行
を
看
過
す
る
等
办
事
實
は
吾
人0 '
屢
ヶ
間
铷
也
る
所 

な
り
。
®
、
響
察
卧
治
を
實
行
せ
ん
綠
，
響■
員

は

絕
,
 

え
ず
市
民
の
it
視
の
下12

來
が
を
以
てB

密

に

非

ぽ

を\ 

行
ふ
の
弊
窖
を
妨
止
し#
可
ぐ
、'
«歉
»
の
取
民
に
對.
.一
 

す
る
態
.度
も
自
か
ら
溫
和$
ぞ

r

 

',

{
&
» :
を
崎
那
す
'る 

の

弊

を

得
V

i
な
り
の
饗
察
官
の
態
度
が
榄
暴
な 

.る
が
爲
办 

>
:非
常
識
^
る
が
藤
め
i:
r

然
p

t
A>
>
ば
修
•
 

:̂
す
可
か
&'
ざ.
hv.し
幾
多
办
瞥
察
事
故
ぢ
生t

^!
こ

ヾ

し

望

號(

六1

パ

が
欲
版
秦
權
制
度i

歌
論
潜
®
雖
も
敢
で
S

f

6
 

”>
 

ビ
を
得
ざ
る(

ベ'.
,
p..
元

來

入

民

ほ

對

ず

が

に

威

勝

を

以 

尨.
參
な
は
警
察
國
時
代
の#

徵
從
；O
P:
滋
治
國
民
の
法 

に
服
ず
«!
は
國
段
0,.
自
»
心
ゅ
原
*

す
。'.
威
滕
は
法
治- 

_

民
0;
激
路
心
を
傷
<'
る
所
以
た
，る
の
み
。
饗
察
自
治
，
 

0
權
私
享
有
■
ざ.
る
は
當
•に
法
治
國
民
の
耻
辱
と
謂
つ
.

5

f

 

V

.
 

, '
-

;

パ

義
.
-，
リ
ヴ
.7
*.
プ.
丨
W
市
瞥
路
委
敦
會
は
十
六
人
成
る
。
マ
ゾ 

,
;•
•.
.チ
エ
义
タ
ー.
市
は
ニ
十1ニ：人.
な-

.̂

#
務_

畏

.0
^

;4,

v
乃.
菜
十
二
名
な.
り
。.
委
^
の
數
(1
木
文
|:
化
述
ぺ
れ
*
如
く
市
肯 

議
貨
媿
數.
の
三
分
:̂
:.
-
.
,̂
超
過
す
ゐ
こ
と
も
得>
る
い
、
，
丧
れ
平 

I:
最
高
限
度
か
忠
め
れス-

に
過
^
ざ
る
か
以
て
資
際

|-
於
て
は
替 

務
委
啟
の
數
市
會
談
貝
全
數
の
％
分
の
一
に
達
ぜ
ざ

.
る
場
^
^
し 

.■

屯
脅
：

-i

於
け
る
！
^
派
吹
浪
痕
は
殽
證
凰
吖
遝
觉
じ
天
な
る
釤
經
. 

を
及
ぼ
了】

と
な
屮
。：!1
つ
て
诿
身
甚
_

く
外
は
其
の
地
位
概
；
 

A
-C
恒
久
的
な
り'0

L 

:
:
.
.
.
,

,

市
會
|1
時
；
打
警
務
委
員..の'職.
務
か
獄
食
す
ゐ
こ
と
ゎ
リ0
例
へ 

.
.

...
,
.
.
.
ぱ
マ.
ゾ
：
チ
ヱ
ス
タ
ー
市
に
於
て
は
盾
務
貨
の
纖
退
處
罰‘
rt
f
'會
.底
ぃ 

.

.
,

,

接
補
議
す
が'
/と
腾
.々
あ
在K

1
K

ふ.
0ぺ

.

.
,

.

:
以
上
述
^
拎
か
響
察
自
治
制
度
ば
偷
鞭
ゆ
獻
適
用̂

* ぐ. : ■ ■マ::ベ'，、-

&
も
の
と.
細

么

嗦

し

。
"

^

#

巴

姐

憑

紙

ぎ

も

響

察

爵

治
 

叹
例
外
を
め
！̂

:

^̂:
馬
0-_

沙

例

を

な

谢

る
^:
同
 

市
0:
歷
此
を
顧
^
れ
ば
多
く
怪
し
む
を
要
せ
ざ
る
也
。

唯
夫
れ
英
都
偸_

が
'何
故
に
瞥
察
自
聆
の
例
外
を
呔
せ
.

る
や
て
ふ.

^
«に

齋

つ

：
て
«'
-•
-
*
!B;
の
' 

■明
な
，

m
,

を
得
一 

t
o

一
 

八
三
五
.年 

一
«.
•市.
制
を
定
む
る
に
方
り
、
國
會 

は
同
#

に
€
#

の
稃
政
制
朦
。
焭
鉞
を
加1

る
0
煩
を 

避
け
之
を
紙』

</
衡
0
:
1
^
.讓
る
0
策
に.
取
で
ぬ
0
:

»の 

給
梁
、1’

般
市
制
制
定
前
即
ぢ1

八
ニ
■九
年
の..ビ
ー(

 

條
例
に
依
つ
‘て
定
立
れ
る
偷
敦
響
察
區
制
を
其
の
儘
維 

持
し
れ
る
も
の
に
し
ャ
ゝ
噸
 
ー
/\
五

六

年

に

至

仏

從

來 

は
庶
接
內
務
«'
に
屬
也
し
め
來
れ
るf
e
改
め.
て
新
に
.內 

務
大
ほ
0 :
任

命

に

係

か

警;«
,
總

齋

私

巖

き

て

以

て

偸

敦 

の
臀
察
行
政
を
歡
督.

し
^
:̂
ご
と
>.
«■
■
ゲ
し
：の
みc 

\

等.
し
C
驚
敦
の
菌
を
®
すVJ 
0

もQ
t
y

o;
f London, 

costv- 

o
f 

L
o
n
d
o
n

 

及
び 

xor.don 

Metropolitan 

police. 

D
istrict

の
三
潘
を.

#

1

同.
ぜ
的
る
-.
J
t.を
®
す 

偸
敦
市
は
警
察
奸
政
に.諷
tt
r -
-
一
 
も
自
給
權
：を
有
す
‘晶
第

第
十
‘盤
■

(

六
五111)

雜
錄
都
狀
の
發
孩
ぁ
治
も
論
求

1,1

0

^
§

は.
世

人

：の

普

通

祐

偷

敦

？
獬

す

'る
區
域
な
、
 

h.

o掄

敦

響

察

跖

は

チ

一

チ

f
 

\

-y
J
ク
3
 

ょ̂.
り
十 

五
®
以
內
の..地
を
包.
合
し
"
舊
市
似
外.
の
警
察
を
總
« 

す
る
减
域
打
女
？

：
.，.

.
,
'
へ

其

の

氐

佛

國

都

市

の

警

察

自

治

. 

警

察

權

は

佛

國

：
の

.市

長

が

' *
の

行

撤

' #
長

ビ

し

て

®

.

 

す

る

重

.要

な

る

*

,
限

の

一

1

f

o

佛

l i
w

に

於

け

る

«

 

察

自

治

の

例

^

^

な

部

市

は

巴

里

 

>

ハ
M .
昂

及

.■
び

埸

瓦

攀

 

の

三

郷

&

^

 

o

a -
M

に

在

な

て

は

警

輯

總

蹬

枚
9

て

审

 

の

警

察

^

管

し

、

il
l

日
•佩

.

y

於

て

は

.
m

.

’
丨

ヌ

縣

知

辦

、

岣

 

耳

塞

に

於

て
.
は

)

丨

.ヌ

爾

P ;
縣

知

事

之

を

管

す

。

‘市
長
の
警
察
權.
は_

知
*

0
監
督
：を
承
く
。
又C
O
B
1 

mis?_a?re 

d
e

 

police .T.

わ.
稱
ず
、る
..專
務
警
務
官
は
共
和
國 

太
絡
爾
§
任
命.
す
る
鮮
な
れ
？*

他
0
警
&

職
]«
は
市 

長
^

匕
#

觉
'
«;.

ー̂
獻
職
眞
の_

|:
-
就
で
は
上
輯
' 

官

驢

瘍
m

を
骚
す
？
含

四

葉

滿

の

市a

に
於
て

は
ホ
#

»!
§
#

^
_
上.
司
€
拘
朿
を
受
^
を
こ
^
#
 

な
^
と
敏
も
济
衰
哚
四#

^

る
都
市
に
在
挺
て
：ゆ

望
*
.

六
、十"

g i
If-
p ;

m
IV
把

|

i

i

i

M

i



二 ネ̂ ^ ^ フ̂̂ ^ ^ — * ，•，丁'^

ĴĝaagŝsĝĝipvsaiaHsaaBBSgggŝewsaiaatlyeieĝf;̂

舊
讀

.

j
-
普

.

T

 ̂

G

ハ
五S

雜，

錄，

都
市

0:
链
娱
段
治
‘
論
す

'
..ポ
長
0
自
^

: ^
最
；の
^

§
箸
し
(-_

歡
也
■

今
如
 ̂

ど
な
れ
ば
都
市
響
察.
の
‘

»
:
に̂
|?
政
砂
大
細
♦
大
铺 

領
の
命
令
を
以
て
足
め
ら
る
れ̂
也
。

さ
て
佛_

都
市
の
簌
察
自
治
が
英
國
都
市‘の
夫
れ
、に 

.

ぼ̂
ざ
る
®
恶
な
る
點
h
摘
©
ず
れ
ば
^

の

如

し

。
；

(
「
)

：
市

長

は

其

の

職

員

.
の
枉_
免

進

：退

に

就

ぃ

て

»

恶 

.

な

る

權

限

をfr
す

み

も

、
停

職
&
命
^
る

場

<
&
を

餘 

き

、

知

事

の®
可

を

得

る

に

^

ら

ざ

れ

ば

市

長

办

命 

.

令
は
效
カ
を
發
す
る
こ̂
な
し
。.

:
.

:
'.

'.

ィ
:-
',
- 

(

一
：-} 

f 

ommissairl 

de police 
.は
^
市
の
大
卜
こ
衣

っ
IT
'

一
 

定
せ
ざ
，n '
ど
も
、
線r

.
で
大
統
領
の
任
命
す 

:

る
所
に
し
て
，
是i

^

*'
務
官
於
都
市
瞥
察
の
實« 

を
有
す
る
こ
と
言
を
俟
た
ず
。

(

三)

人
口.
痕
萬
，以
上
の
都
市
に
於
て
.
は
、
警
察
の.
組
.

織
> 

■員
の
俸
給
等
に
關
す
な
事®'
は.
.

|
<
統
領
0
眇 

令
を
以
て
定
め&.
る
。

(
d

) 
.

A<n
四
#
未
^
の
，市

邑

に

於

て

は

、

知

事

«-
^' 

要

な

る

響

察

經

费

を

市

&

齋

算

に

加

ふ
.
る
：ご

ど̂'

.簾

號

焚

:
,
得
。
人
口.
四

离

以

違

の*

市
は
於
茹.
は
、

V

大
統
領.
は
：
 

:
••
•■:
參
傳
院
の
同
意
を
得r

一

必

槳

な

を

警

囊

费

を

市

の 

バ
豫
箅
炫
加
ぶ
教.
こ
と
を
得
攻
な
り
。::.

右
の
四
點
化
思
ひ
及
ぶ.時
ば
3.
佛
國
®

の
警
®

」 

治
が
英
國
都
市
の
夫
れ”に
比
し
：̂
著

じ
-.
<.
:制
限
：的
の
も 

0
な
る
 ̂> V 」

を
容
易
！2.
背
肯
し
^
べ「

し
。

...

(

f)

^
ゐ
|
'侦

國1:
於

_^.
:

^
^
權

的

解

^

益
'
々
加
は
り
來
.れ

る

が

如

. 

:
し
‘。.
殊
|:
知
雖
0
瞭
|
2_
は
跋
だ
廣
く
、
極
冒
す
れ
ぱ
知
艰̂
離.
.

.

.

.fl
て
地
方
の
行
政
な
し
：と
：

K

ふt
可
な
り
。
佛
國
は
人
卜
六
源
こ 

分
?:
ゎ
各
縣
に
知
雖
ぁ
り
、
知
祺
は
內
務
大
辟
の
意
見
に
甚
き
て

大
統
1
之
衾
命
>
。
栽

总

空

镫
1

镫

衾

1
、法

律
の
執
行
所
撕
货
进
の
脸
組
は
办
論̂管
^
市
色
の
行
政
に
對
し

.

'て
も
直
接
の
容
喙4>
爲
す
の.
酿
め
リ
。
：此
の
ー
.
點
ふ
り
見
れ
ば
抑
.、
 

蘭
四
八
は
垮
衆
政
念
形
式
と
首
僚
政
治
の
赛
と
I

合
せ
し

^
て
敢
て
之
^
怪
し.
ま
ざ
るi
の
と
評
せ

ざ
る
か
得
ざ
る
な
り
。

，..
巴
與
の
制
度
に
付
い
て
一
言
す
，べ
し
。B
ff
l

は
*

.々 

擾
亂
の.
釀
成
地
ふ
な
か
、

一
府
の
動
靜
能
く
全
土
の
連 

命
を
左
：右
す.
る
：の
地
位
に
«
ヵ
し
を
以
て
巴
11
1

{:

の
制.
度
を
布
く
に
至
り
し
は
敢
て
怪
し
む
を
要
せ
ざ
る
.

这
、
域
，

i
I
a

fe

1

I
J

. I 

''1 

I

I

J

1
J

，
な

り

。

第
一

一

帝

政

の

：
•時
旣
に
巴
府
の
.行
政
は
皇
帝
に
侬 

つ
て
勅
任
せ
ら
る
、H

名

：の

知

事

：の

掌

a

す

る

所

-

な 

り
し
が
、'ノ
此
の
官S

 
一
A
七
.$

の
制
度
に
於
て
も 

.
維

持

せ

ら

れ

た

り

。
：
：
セ
ー
ヌ
.
縣

知

事

及

び

響

.
視
：總S
是 

れ
な
り
。
前
者
に
付
て
は
今
兹
に
述
ぶ
る
の
耍
な
し
o 

'後

潘

即

ちprefecture ,de V
p
o
l
i
c
e

は
^
務

大

街

の

推： 

鹧
に
基
き
て
大
統
領
之
を
命
す
。
之
が
免il
l
も
亦
大
統 

.
細.
の
自
Et
l
な
れV」

も
、
近
年
其
の
在
任
期
間
は
漸
く
永 

か
ら
ん
ビ
す
。
此
の
官
職.の
釗
設
せ
ら
れ
し
は
一
八Q 

.
〇
年H

し

で

、

可

也

古

き

歷

史

，を

':有
す
る
官
職
と
謂
'ふ
一 

ベ
し
。
總
胬
の
權
限
は
廣
大'に
し
て
、'瞥
察
事
•項
に
關
一 

し
て
は
市
長
S
知
事
と
■を
相
#

ね
れ
る
の
地
位
に
在
&

一
 

:

固
：ょ
り.
セ.
1
ヌ
WI
^I
事
の
®
瞥
ね
服
せ
ず
、
fヾt
務
大
^

一
 

i2

對
し
て
直
接
®
責
任
を
有
す.
る
4.
の
ど
•す
：
。

f 

,

一
 

其

の

：四；

獨

逸

の

集

權

的
#
察
制
度
S
 ,

.

ソ「

其

の
例
外.

. 

'英
國
政
庥
が
き
方
警
察
行
政
は
對
じ

H

監
督
權
を
有

士
る
は
、U
藤

が

地

方

廳

は

對n
i

l

察

費

補

給

義.

m
十
#_
 

(

六
3|
玉
ゾ
雜.

錄
：
.

■都.
市
の
臀f
N
消
^
論
：ず.

務
を
有
す
る
^

の.
報
償
と
：も
解
し
得
ざ
：る
に
あ
ら
す
。
 

觸
逸
に
ff
i

b
:て
は
斯
く
の
如
き
解
释
は
絕
對
に
之
を
容 

る
、
の
#

地.
な.
し
o 
.自
治
«
は
國
家
0

委
任
に
*

く

も
 

の
な
れ
ば
委
任
者
れ
る
國
家
は
自
治
體
の
行ft
に
對
し 

て
當
然
線
督
權
を
有
す
る
も
の
垃
解
せ
ら
る
れ
ば
也
。

1
八
0
八
年
0
普
昝
西
市
制
15
六
十
六
條
に
於
て
は 

「

國
家.
は
鄱
市
！2
於

け

‘る

饗

察

權

を

馏

保

す

し

ビ

明

記

し 

た
り
。
T-
n
八
四
八
年
の
普
魯
西
憲
法
草
案
に
は
地
方
瞥 

察
權
を
地
方
廳
记
蒌
饪
す
名0
規

定

あ

り

し

も

"

：
一

八 

五
〇
年
の
憲.
法
に
於
て
は
右
の
規
宠
削
除
せv
:b
れ
れ
り
。 

繃
逸
に.
在
り.
て
は
各
聯.
邦
思
ひ.

^
の
制
度
を
$

る 

次
第
な-
れ
ば
英
#

一.
一
國
K
見

々

が

如

き

；統

一

.
あ
ら
ず
。'
 

さ
れ
ば
*
罾
堡
に
於
て
は
都7 1

)
«
^
行
政
は
全
然
地
方 

廳
の
管
掌
に
«
し

？
也

威

偷

維(:
索

遜

王

國

に

於

て

は 

ミ
ユ
ン.

へ
ン.
及
び
せ
^
丨
ス
デ
ン
を
除
く
他
の

|

般
都 

市

は

：響

察

启

治
^

&
ふ
？

：
之

，
忆

反

し

'て
#

©
西
1;
於
て 

は

大

都

市

の

1
1

察

行

政

は

：內

務

大

.

&の
：監

督

に

厕

す

る 

S

に
依
て
總
掌
せ
ら

-
る
。
' 響
察
權
を
市
長
にS

第
3£
»

六
九



镇
十.
盤.

G
raL.

s

雜 

'錄

，都
市
め
锻
察
自
抬
を
擎

し
れ
を
時
^

^
其
の
读
任
を
受
け
化
名
市
長.は
國
家S

 
. 

機
關
ぉ
じ
セ
警
察
行
政
¥
«
ふ
も0-
K
し
：.
To
.內
務
大
E
 

に
對
し
て
寶
任
を
莨
ぶ1
隨
つ
て
此
の
場
合
自
治
體
に 

對
す
る
寶
任
な
し
ま.

X響

察

權

が

、市

長

_

外

の

市

斑

員
 

に
築
任
せ
ら
れ
^
名
時.
u

>
h
當
該
*
員
は
其
の
資
格
に 

於
て
は
市
畏
に
對9
て
獨
#
の
地
位
に
在
る
も.

0に
し 

-

て
、
唯
國
家
に
對
す
る
責
仟
あ
る
の
み
。：:-.
;
:パ

'

'
然

ら

ば

官•治

制

度'の.
都
市
マ
し
自
治
制
度

0
都
市
ど
實 

-

際
に
於
ャ
泶
し
て.
如
何
な.
：
る

差

異

あ

り

や

义

.：

.：

:

是

れ

吾一 

人.
の
熟
考
を
f

右
間
題
^

h
o
:乃
ち
*
を
分
ち
て
記 

-̂
rv

ベ.
し
，0 ..…

.

. .ン

，..

-

' 
. 

j

i

一)

獨
逸
1:
、で
ば
官
尊
民
卑
の
風
行
は
れ
、
隨
.0

て 

/宫
治
制
度
の
«
市
は
自
治
制
度
の
都
市
ょ6
'も
容
易 

'

に
饞
]>
1
の.
人
物
を
吸
收
し#
る
の
刹
あ
卞
せ
旁
ふ
。

'

M

ii
の
人
物.
を
#

る
が
爲
め..に
S 
.官
治
制
f

布
か 

ざ
る.
可
か
ら
^
と
ゆ
寒
心
す
可
き
次
第̂

ら-

や̂
？

.
民
治
の
患
想
は
自
治
制
度
の
前
提I

。
其
の
思
想 

.
な

く

し

て

其

の
fo
if
^

求

む

るも，

"

.勞

多

く
 
b
て

效

o

ぐ，：

少

な

が

る̂
し

。
：

 

：：..‘.V 

“ 

；. 

• 

(

1
1輕

隹

治

僩

度

の

都

市

に

，於

^
は
經
费.
：の

变

出

、

官
 

治
制
度
0
補
市
'に
於
け
る
が
^

^
十
分
な
^
を
^
す 

一
九 
一
ニ
年
に
於
け
る
ゼ
レ!
ス
デ
y
市
の

響

察
-t 

は
三
％
1

六
、
六
：ニ
九
屋
に
て
人
ロ:|
:
於
て
ド
]1
]

■

に
勝
る
：

ラ
：.

ィ
ブ
チ
ヒ
市
は
僅
か
に1
1
八
0
七
、
七
六 

-

馬
袁
に
龜
ぎ
f

 
a
ビ
去
.
然れざも之を反
 

•:
;

面.
i.
り
解
す
れ
^

^
治
0
都
市
に
濫
費
の
傾
向
あb 

.

W
 
も
見
.る 
V
J 

vj

^:
将
ざ
.̂
に
？あ.
s

:̂°
數
年
前
®

® 

ゾ.
西
の
議
會
に
於
：て

響

察

费

增

靈

，の
提
出
せ
ら
る
く

‘や
、
伯
林
：
フX

ス
ラ
ウ
、
，
ダX

チ
ヒ
、
。ホ
ー
ゼX 

.
■等

の

代

：表

者

は

强

硬

.
に

反

對

し

、

.
：#

察

權

を

市

.に

委 

任

せ

ば

必

要

な

る

經

.«

.
の

全

部

を

負

擔

す

ベ

し

ヾ

し

公 

言

じ
^
る
'こ
ミ.
.

^
b
o官
治
制
度
の
下
に
於
け
る
經 

费
の
：支
出
必
中
し
も
德li
t
な

ら

ざ

：
る

な■ 

'

(
，1
二) 
. 

L

度

の

ド

じ&
ぶ,

，
は

政

黨

：の

政

略

ミ

行
 

.
政
と
の
混
淆
を
思
る
こ
ゼ
な
ー
し;-
0
自
治
制
に
*
り
て 

は
然
ら
t
:
:市
：の
警
^

M

は
絕
え
す
黨
派
.の
影
響

[

1

t,* •' r*

y

:

を
蒙
る.
ベ.
し
^
客
^
溝
あ
^
r9
然
れ
记
ネ
诌
治
制
度 

に
伸
ふ
此
の
弊
害
は.
或
は
法
律
@
規
定
に
侬
れ
、
或.

.

•は
政
治
上
の
慣
例
''R
依
り
て
之
を
鱗
正
す
る
こ
ビ
難 

'
'か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
自
治
制
度
に
は
獨
特
の
.長 

:處

あ

，る

こ

ど

を

間

.
却
す
可
か
ら
^
、.
-窟

始

制

度-(
:
在

一 

b

て
は
市
：a

«
市
の
*

察
行
政
^
干
與
す
る
能
は
ざ 

7:

る
を
以
て
警
察
官
名
市
民
ビ0
間
私
呀
な
る
溝
渠
設 

.
け
ぶ
れ
、
爲
‘め
R
響

官

.0
市
民
は
對
す
る
傲
慢
龃
暴 

,
市
段.
の
響
筲
を
見
：る
亦
恰
も
敵
を
見
る
.
が
如
し
。
斯 

く
の
如
き
を
以
て
警
察
官|:
權
威
!6.

.̂
所

以

也

-
:
^
せ 

?
«■
、
：
菩A

は
其
の
論
理
の
奇
抜
な
る
に
驚
か
ざ
る
を 

,

#ず
。
是
れ
蓋
し
威
腿
即
ち
權
威
な̂
ど
解
^
れ
‘ \ 

\

に
*

る：

ベ
b
e
雖
も
、.
威

腿

は

思

虛

あ

'
る

市

民

の

反 

杬
を
招
政
ず
る
と
も
典
の
心
服
を
求
む
名
所
以(1
あ
一 

ら
ざ
る
な
6
。
市
说
に
心
服
わ
り
て
始
め
て
其
處
に 

ハ
權
威
：を

生

す
*

服

な

：く

ん

ば

權

威

涉

あ

©
r
名
な
七 

ン
官
治
制
度
が
動
も
す
れ
ば
威
腿«
傾
{
は
反
^
^
自 

:.:始

制.
度
が
飽
:c.
立

で

务

自

：省

自

他

的

-«.

.̂は

其
0
;
獨

雄.
十
卷
':'
<
六
玉
七〕

' 
0 

•錄
.

都
市
の
.蠻
辭
诌
抬
な
論
ず (：

四
：

).

;;
'
市
.の
響
察
自
治
を
容
認
す
る
時
は
響
察
行
政
の 

.

.
統
一
' 
を
期
^

る
マJ 
i
難
^
:^
^

ふ
も
の
ゎ
P
O
^
れ 

,
ど
も
英
國
に
於
け
る
響
察
费
補
給
制
度
の
如
き
獎
腳 

'
的
篮
督
方
法
を
設
く
る
か
、1
定
'0
標
難
を
保
持
す 

可
こ
ム
を
法
律
を
以
て
忠
め
、
其
の
標
準
的
狀
滕 

以
下
の
不
十
分
な
る
響
.察
設
備
を
維
持
する
都
市
に 

對
し
で
は一:

旦
附
與
し
れ
る
自
治
權
を
掀
冏
す
る
等 

一
0

制
裁
を
設
ぐ
る0
ど

-\_

，
且
泠
市
€
附
近
町
村 

.
e

の
：典
通
警
察
事
項
を
處
.理
す
る
爲
め
聯
合
倭
員
龠 

. 'を
紐
織
じ
ぐ1

の
聯
合
市
W

衬
i

他
の
聯
合
市
町#
 

:

ビ
0.
連
絡
を
圖
る
爲
め
11
に
雙
方
の
聯
合
發
員
會1
 

6

代
表
委
員
を
選.
び.
定
時.
及
び
臨.
時
0
協
議
會
を
開 

v

k
等
の
方
法
を
講
發
ば
警
察
行
政
は+

^
な
る
.連
漱 

r:
'
;
-t
'
fcI 
と
を
確
保
ち
得
ぺ 

t

«';
!
>v°
.

',
.
•.
:涔
其

：の

蕊

丨

澳

洪

國

緣

«
1
由

耳

義;'
;
'
-
>
#
太

利

ャ

•!
:

ハ
澳
地
利
に
於
で
は.
大
都
市(

.<
i:a
>
n
s相nig.ue,: Leiu- 

berg,:

.:HrJeste,. 

I
^
I
^
k
a
u

r-
G
r
aVN
B
--
S
:
n
n,
 

c

^
m
o

^

.'
N)

'0

• 

f
號 

'

七
一



笫

十

怨(

六
瓦
八)

雜

錄

都

市

€
_
自
治
を
騎
す

辚

務

畏

官は
內

務

大&:
の
推
爲
に
基
き
泉
帝
之
を
任
命 

す
る
'の.
規
定
な
石.
も
、
其
の.
他

の

都

市

に

於

て

，
は
，

|
八.

，
六
一
一
1_

一
 1
月

五

！

II':

の
；市
制
刺
に̂

&

,«
察
自
治
實
行
せ6

洪

牙

利

に

於

て

は

.首

府

ブ

タ

べ

：
ス

ト

の

瞥

務

長

官

は

j 

，
同

國

C

務

大K
の

推

薦

に*
；
き

燠

國

皇

.
帝

、
.
.
洪

牙

利

王
 

彳

の
.
資
格
に
於
て
之
を
任
命
す
。
：ブ
般
都
市
は
警
察
自
治

.

。：

制
度
を
有
す
。
 

..
，
：
：
：
”
/
:

:

«
也
納
及
び
ズ
タ
ぺ
ス
ト
の
響
察
制
度
は
市
说
の
反 

威
を
招
致
せ
，Q.
。
如
何
-
な
れ
ば
兩
市
の
警
官
は
政
府 

を
代
表
し
、
官
僚
主
義
に..傾
会
れ
れ
ば
な
り
。

一
層
明

| 

白
に
云
へ
ば
、
瞥
察
權
は
反
對
派
を
抑
腮
す
る
の
武
器 

と
し
て
、
時
の.
政
府
©
利
用
す
る
所
^
な
り
た
れ
ば
也o | 

-
然
り
、
警
察
權
一
集
會
條
例l

'f
l
j版
條
例
、
是

れ\ 

，官
僚
の
容
易
に
利
用
せ
ん
ど
す
る
武
器
に
し
て
、
、警
察 

.

.官
治
^
度
の_

窖

;«
容
易
に
暴
露
せ
:e
る
可
き
な
^

o

 
o 

莉

^

に

於

て

は

都

市

の

警

務

提

宵

は

司

法

大

函

の

推
 

顧

に

基

き

國

王

之

を

任

命

す

1.
°
併

必， 1

般

簪

務

垅

員

.は

第
?£
號 

七
ニ

市
長
^
對
し
て.
責
任.
を
負
ふ
も
の
な
^
V
O市
長
は
內
务 

大
_̂
は
依
：つ.
ボ
«-
#,
せ
;.
&

^:.

公

選

の

市

會

共

に

市
 

の
行
政
に
干
與
す
.-
-
0'-,
-
*
市
長
の
響
務
斑
員
任
免
權
は
制
限 

的
の.
1
の
な
，9,
°:
‘如
何
ぶ
な
れ
ば
®
務
班
W
の
任
免
は 

警
務
長
官
の
意
見
に.
基
く
こ
苳
を
要
す
れ
ば
也o.

#瘵 

行
政
上
の
發
案
權
は
警
務
長
官
に
稆
し
、

「

.r
I
J長
は
.唯
市 

の
豫
算
編
成
權
に
依
.0
て
財
政
上
ょ
6
響
察
制
.度
を
左 

右
じ
得
る
'に
過
ぎ
中
0
游
し
警
務
長
官
^
市
長
ど
の
間 

に
意
見
の
衢
突
を
見
る
.こ€'
6
ら
ん
か
、
前
«
は
後
者 

の
意
見
を
尊
重
し
て
敢
て
頑
强
に
反
抗
す
る
が
.
如
き
こ 

ビ

な

か

る

べ

し

。

；

:-
'
、：
，

白
耳
義
！

2

於
で
は
警
察
自
治VI.

般
.に
行
は
る
。
市
の 

警
務
長
は
市
長
之
を
指
名
し
政
府
之
を
確
認
す
。
政
府 

は
市
長
0
指
名
に.
從
ふ
を
常
ビ
す
。
市
畏
は
市
會
典
の 

議
員
»-
1-
-
»
ょ
K
V31
定
し
た
る
も

の
に
つ
い
て
國
王
之
を
任 

命
す
る
を
常
則VJ

す
る
‘も

.:
>
例
外
^J

し
て
國
王
が
市
會 

©

»
定
を
無
視
す
名
，こ

に

あ

ら

す
。

...

伢
太
利
の
都
市
れ
は
三
砘
の
嘗
察
機
關6
り
o

其
の

a *! ■

1|• |
I
攀 
4
f
*:

:vwyノ
 r 

令
■.
;r
.
v I
3
M
'1j4II

n

i

f

f

e

中 

r
a
p
b
i
n
i
e
r

 

及
び 

‘ 

c
o
l
p
o

 

delle 

Guardi 

di 

Cittd 

(

憲
R
/
r
ぴ
議
民
lr)

w'
Jr(

に
^
隊
組
織
に
し
て
つ
內
務 

大
Rl
の
指
#

を
承
く
。
市
龠
の
驟
督0
下
に
在
る
一
團 

の
ti
l
瞥
務
肩
は
.
|6
11 
.種
の
•機
關
に
比
し
て
其
の
褪
威 

遙.
か
に
劣
れ-

。
街
路
交
通
の
取
締
、
公

設

恵

及

び 

.
屠
®
の

-®
督
、
典
他
公
衆
の
衛
生
に
關
す
ゐ
警
務
を
行

ふ
o

丨
其
の
^

我

'が

國

に

於

け

る

集

權

的

警

察
 

德

刀

時代
に
ほ
大
H
付
あ
ら
て
老
巾
の
耳
目
ビ
な

 々

海

石

以

上の
大
名
を
敏
察
し、
自
付
あ
り
て
苦
年
寄.0 

^
nn

ビ
な
り
^
石

以

下旗
本
ビ

稱
す.
る
者
を
盤
察
し2 

P

,

°

御
徒
目
付
”
御
小
人
目
付
は
罔
付
の
配
下
に
面
し 

我

力

同

心

等

の

小
斑
を
も
篮
察
し
た
り0 
.I
ョ
こ
ょ
げ 

舉

行

あ4
、

ニ人
^
常
规
ど
し
た
る
も
時
に|

人
ヾ」

な 

ミ
時
に
三
人
ど
な
り
し
こV
J

^
h
o
駿
應
の
末
年
に 

は1

時
な
が
ら
も
四
人
ど
な
6
き
。
町
奉
#:
は
老
中
の 

配
下.
に

屬

じ

〜

，江

只

府

两

：の

行

政

司

法

：
の

こ

ど

を

司

り 

顧

る
®
職

々

り

。町

舉

行

の配

下

に

ば

與

カ

同

心

あ

り
 

维

屮

卷C

六.
玉
九

〕

雜
.

.錄
' 
.
都
市
の
.
慕

自

治

か

騎

ず
與
カ
は
埸
に
騎
し1
同
心
は
徒
步
す
。
又
迥
方
ど
辦
す 

る
。
の
ぁ
り.
、

」

ぃ̂

^
同

心

中

ょ

り

之

に

：任

じ

、

市

中

を 

巡

行

じ、
' 盤

賊

をM
捕

し
Is.
り

。
.
又

別

に

火

附

盗

_

改 

i

し
ふ
^
A
y
i.
.
又
火
役
V
Jも

唱

ふ
.0
遥

等

は

重

な

る

響

一
察
機
關
な
る
が
、
些
末
の
事
は
町
の
自
治
に
委
し
た
り 
(

法
制
論
錄
、
小
中
村
淸
矩
氏
警
察
の
沿
革
參
照

)

町
方 

に
は
町
年
寄
、
.
名
主
、
地
主
へ
家
主..
五
人
組
ぁ
り
。
地

|

方
に
は
庄
屋(

名
主
ど
も
ST
ふ)

組
頭
、
W
姓
代
の
所

\

謂
村
方
三
役
有
り.

°夫
れ
々
々
町
乃
至
#
の
自
治
に
壬 

じ
た
り
。

'.
: 

< 

■

明

馨

政Q

初
"
普

審

の

秩

歲

？

す
、
、或.

|

は
隙
に
乘
じ
、
變
に
應
せ
ん
^
す
る
も
の
勘
な
か
ら
ざ 

b
し

力

ば

邏

卒

を

し

て

敍

.徽

の

如

'&
兵

器

を

持

せ

し

.
め 

以

て

强

ゐ

て

其

の

勢

威

を

張

G
し

か

た

气

V

今
H
の

逛 

«
の

帶

劍

は

こ

の

殺

伐

時

代

の

.
追
想
を
吾
人
に
强
ゆ
る
、
 

も
の
ど
い
.
ふ
べ.
し
。
.警
視
廳
の
始
め
て
設
け
ら
れ
れ
る

0
0 

七
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:
第
十
卷
，
.

c
/>
山
 
8)

-:
纖.
.
錄,
.
 

I
法
ど
莊
圓
：':
:
:
.'. 

は
明
治
七
年
に
し
て
明
治
十
年
一

1

.
旦
廢
せ
ら
れ
卞
明
治
、
 

十

四

年

之

を1
:
し

柘
^
0
。
其

办

後

集

_

的

傾

间

益

 々

加
は
り
て
終
に
今
日
に
及
ベ
り
。
社
會0:.

‘秧
序
定.
圭
&'
- 

t
 

'民
心
安
ん
せ
ぎ4
時
に
於
て
、"
集
歡
阶
響
#
制
度 

を
維
持
1

る
の
要
之
有
る.
ベ
し
。
然
>
と
雖
も
大
正
の 

今
日
11
:
會
の
事
情
は
1
變
せ
>
。
瞥
察
自
治
の
時
代
は 

方
に
到
來
せ
令
。
少
尨
ぐ
^
も
郡
市
に
於
け
る
行
政
響 

察
の
自
治
を
實
行
せ
ざ
る
可
か
ら
す
。
之
を
怫
蘭
西
に 

見
る
も
、
英
吉
利
に
見
る
も
？
南
獨
諸
邦
に
見
る
も
？ 

燠
洪
國
に
見
る
も
"
將
れ
叉
&
耳
義
に
見
る
も
、
典
の 

述
用
梵
し
き
を
得
ば
響
察
自
治
が
集
權
的
響
察
制
度
に 

勝
-
る
の
好
娘
を
擧
げ
得
べ
き
こ
と
明ft
な
'ら
ず
や
？
. 

，吾

人

は

輿

び

言

ふ

、

『

少

な

く
 
i
も
都
' 市
‘に
於
け
る
行
政 

«
察
の
自
治
を
實
行
せ
ざ..る
可
か
ら
ず
矣
。

』

(

五
、
5

1七)

•— 8L: ‘

地

第
五
號

一̂

®

'七
四

山

崎

/JR

i 

.

莊
園
の
意
義 

巾
®
紀
に
於
て
國
五
法
廷
の
發
逄i
普
通
法
の
完
成 

の
期
に
達
す
る
に
從
ひ"
土
地
の
借
地
法
も
頗
る
明̂
 

w

な
り
れ
る
が
、
英
國
の
砒
會
組
織
は
ノ
ル
マ
ン
征
服 

後
も
尙
ほ
當
分
甚
だ
し
く
繁
雛
な
る
狀
憊
に
在
り
れ
&
 

き
。
，
封
*
時
代
の
土
地
法
を
正
確
に
研
究
す
る

に
は
晋 

人
は
之
を
各
種
の
方
而
ょ
&
觀
察
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
が 

其
節
單
に
し
て
便
利
な
る
方
法
は
、
興
借
地
人
の
人
袼 

及

其

保

有

せ

る

惜

地

法

の

一

一

者

に

..就

き

說

明

す

る

を

以
 

て
*
も
該
切
な
りV 」

す
、
而
し
て
此
保
有
者
と
典
借
地 

法

を

，
攻

究

す

る

に

は

S 
.此
時
代
に
於
け
る
社
會
組
織
の 

基
礎
れ
り
し
«
園

な

る

：
も
0
は.
如
何
な
る
も
の
なb
し 

か
を
說
明
せ
ざ
る
可
ら
す
。
ぺ

 

'
:

%

‘ 

ベ：
.

.

を':

抑
も
®?
園

M
a
n
o
r
,

ビ

は

如

何

な

：る

?>
-
:

0な
1>
:

や

と 

云
ふ
に
、
中
古
0'
學
溝
は
之
れ
が#
徵
ゆ

r

裁
判
管
® 

權」

h so
k
e

ド
な
る
權
利
の
事
有
に
集
巾
せ
ん
ど
す
る 

傾
|̂
'
ゎ
6
、
又
ク
ヰ
グ
7.
ム
ニ
世
の
土
地
測
量
筂
に
依 

れ
ば
之
を「

M
稅

banegeld 

‘赋
課
の
爲
め
の
住*」

 

y
ji?
做
せ
し
力
如
しV
J
aも
、
十
三
世
紀
時
代
の
莊
園 

な
る
言
葉
は
近
世
の
地
產
成
は
屋
敷

w
s
t
a
t
e

即
ち
或 

一
^
の
^

9
ぁ

る

地

所

に

相

當

す

る

も

の

な

り

.と

說

明
 

す
る
を
以
て
*
も
適
當
な
&
ビ
す
。
恐
は
其
最
も
正

確
な
る
定
義
は
"11

個
の
相
興
な
り
れ
る.
思
想
、
即
ち
’
 

土
地
及
其
借
地
に
對
す
る
總
て0 :
權
利
の
綜
合
物
を
併 

獬
す
る
も
の
な.CN

ど
辟
摘
す
る
を
以
て
最
上
な
ト
ビ
云 

ふ
べ
し
。

英
國
の
莊
圓
は
中
古
封
建
時
_
代
0 .
總
て
の
社
會
組
織 

の
基
礎
な-cs

し
か
故
に
、
寧#
は
之
を
以
てa

々
な
る 

ム
瓜
會
^
露
仅〈

ば
裁
牛
管
轉
權
、
.
.地
a
上
及
經
濟
上
の 

梁
位
等
ビ
し
て
之.
を
說
明
せ
ん
と
す
1°
就
中
其
最
も
信 

中

る

に

足

る

ベ

く

丑

又

最

も

興

#:
徵

伞

を

は

裁

刺

管

轄

第
十
卷
.

(

六

六o 

_

.
錄

：±'
地
法
ど
砘
園

<1
*
0:
^

^
ビ
し
て
の
招
園
な-CN

、
何
ビ
な
れ
ば
十
三̂
 

耜
^
於
て
は
地
頭
1
-
0氐
0

£蒙

M
a
n
o
r

の
裁
判
管
轄 

權
は
承
認
せ
&

れ
'
而
し
て
«
園
な
る
名
稱
は「

法

驾
 

の
開
廷」

ビ
之

を「

管
®」

す

る
の
權
利
ビ
密
接
の

關. 

係
あ
$
ね
れ
ば
な
り

。
然
り

e

雖
も
、
地
理
上
の
取
位 

ど
し
て
の
莊
園
の
說
明
は
甚
だ
し
く
必
恶な

ら
ざ
る

が 

如
し
、.
何
ど
な
れ
ば
或|

定

の
'土
地
が
一
個
の
莊
圓
を 

組

織

すi

い
ふ
こ

ど

は

只

だ

使

®

上

起
れ
を

偶

然

の

現
 

象
に
し
て
、
時
に
は
往
々
，

j

莊
圓
の
土
地
i

他
の
莊
園 

0
土
^
と
ヵ
相
互
に
^
叉

，し-
或
■は
其

反#
に
散
^
せ
る 

こ
と
も
あ

る

べく
、
莊
園
の
起
源
が
地
理
上
の
必
要
に 

ょ

り

て

起

れ

云

ふ

學

說

は

取

る

に足

ら

ず

。最
後 

•園
は
經
濟
上
の
單
位
ど
し
て
起
れ
，

云
：ふ學
說 

は
一
部
の
輿
理
を
合
有
せ
る
が
如
し
？
然
ぅ̂
雖
も
、 

莊
圓
は
最
初
典
起
源
に
於
て
は
或
は
經
濟±
の
眾
位
£
 

し
て
起
り
た
.りVJ

す

る.
も

、
，
其

.

久

し

く

其

意

義

を

維
 

持
し
居
ク

は
信
*

ベ
：
き

极

據
«:
く

、
.
又

嗲

此

铤
 

K
yた
る
ff
i

H
は
多
く
は
斯
の
細
ぎ
性
質
を
帶
び
ざ
な
が

.

M

M
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